
様式第1－2号

支出証拠書（各種団体会費）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

･研修費経費項目

公益社団法人日本医療ソーシャルワーカー協会会費内 容

金 額 11, 000 円年月 日 令和4年7月 1日～ 年 月 日

少子高齢人口減少社会において福祉専門職による研修や定期手金情報発信により、質の高

い福祉サービスが提供されることを目的とする

･研修会の開催

･定期的な情報誌の発行
会の活動

内容等

少子高齢人口減少社会において社会福祉専門職による研修や定期的な情報誌により、必要

なサービスの充実や人材確保などについて政策発言につなげ、県政に反映させていく

政務活動・

県政との

関連性

＜領収書貼付枠＞

※別紙

※領収証日付は5月20日だが、遅れて送付のため7月1日付で提出

※添付書類:団体の会則.事業概要.そ恥〕定款 ）
一

政務活動費支出額(a×b)領収書金額(a) 案分率(b)

／

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである 100% 11, 000円11, 000円

整理番号 32
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公益社団法人日本医療社会福祉協会定款

第1章総則

（名称）

第1条本会は、公益社団法人日本医療社会福祉協会と称する。

（事務所）

第2条本会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章目的及び事業

（目的）

第3条本会は、保健医療分野における福祉サービスの充実及び向上を図り、あらゆる地域において

社会福祉士による福祉サービスが提供される環境を整備するため、保健医療分野における社

会福祉に閏する調査研究及び社会福祉活動の普及啓発と保健医療に携わる社会福祉土の専

門的知識及び技術の向上に努め、もって公衆衛生の向上並びに社会福祉の増進に寄与するこ
とを目的とする。

（事業）

第4条本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

（1）保健医療分野における社会福祉土の業務実態等の調査を墓に、福祉サービスの充実及び
向上を図る事業。

（2）保健・医療・福祉の各サービスが連携を保持し、総合的に提供されるために必要なソー
シヤルワークに閏する調査研究一‐ ・ ・ 一 一 一 ローU一ヨーーuJ。‐uJ 1一U◎

（3）保健医療分野における社会福祉士の業務について国民の理解を求め、社会福祉士による

福祉サービスが活用される環境を整備する事業。

（4）保健医療に携わる社会福祉士の専門的知識及び技術の向上のための研修等の実施。

（5）社会福祉学を基にした専門的知識および実務経験を有する社会福祉士に対して資格を付

与し、菫格者による福祉サービスの向上を図る事業。

（6）国内外の保健医療分野における社会福祉活動に従事している者（以下「ソーシャルワー

カー」という）の団体等と連携し、高齢者、 I章害者、生活困窮者及び災害被災者に対す

るソーシャルワーカーの活動を支援することを通じて社会に貢献する事業。

（7）その他本会の目的を達成するために必要な事業。

2前項第1号ないし第5号の事業は日本全国で行い、第6号の事業は日本全国及び諸外国で
行う。



第3章会員

（種別）

第5条本会の会曼は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
における社員とする。

（1）正会員本会の目的に薑同して入会した社会福祉士の薑格を有する個人

（2）薑助会員本会の事業を雲助するため入会した個人又は団体

（3）名雲会員本会の事業に功労のあった者で理事会において名薑会員とすることを承認され

た個人、または、学識経験者で理事会において入会を承認された個人

（入会）

第6条本会の会員になろうとする者は、理事会において別に定める入会申込薑を代表理事に提出す
ることにより、入会を申し込むものとする。

2代表理事は、入会申込書を受領したときは、意見を付して理事会に諮り、理事会が入会を
承認したときは、入会申込者にその旨を遍知する。

3入会申込者は前項の理事会承認決議がなされたときに会員の資格を取得する。
（入会金及び会費）

第7条正会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2寶助会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。
（退会）

第8条会員は、理事会において別に定める退会届を代表理事に提出することにより、いつでも退会
することができる。

（除名）

第9条会員が次の各号の－に該当する場合には、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3

分の2以上に当たる多数の決議をもって、除名することができる。この場合、代表理事は、

除名決議の対象となる会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を逼知し、

社員総会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）本会の定款又は規則に違反したとき。

（2）本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

（3）その他除名すべき正当な事由があるとき。

2代表理事は、前項により除名の決議がなされたときは、速やかに当該会員にその旨を遍知し
なければならない。

（会員の菫格喪失）

第10条前2条の場合のほか、会員は、次の各号の－に該当する場合には、その資格を喪失する。
（1）後見開始又は保佐開始の髻判を受けたとき。

（2）死亡し、若しくは失蹄宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

（3）入会金の支払を怠り、納入期限から1か年以上経過しても支払わないとき。

（4）会薑を滞納し、その滞納額が2か年分以上となったとき。

（5）総社員の同意があったとき。

（倫理綱領の遵守）



第11条ソーシャルワーカーである本会の会員は、その使命にふさわしい倫理を自覚し、社員総会で
定められた倫理綱領を遵守しなければならない。

2理事会は、ソーシャルワーカーが前項の倫理綱領に反する行為をしたとの苦|青を申立てられ、
懲戒を相当と判断するときは、懲戒処分を決定することができる。

3懲戒手続に閏する窺則その他懲戒に閏する事項は、理事会の議決を経て別に定める。
（拠出金品の不返還）

第12条本会は、会員の薑格を喪失した者に対し、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品を返還
しない。

第4章社員総会

（構成）

第13条社員総会は、すべての社員をもって構成する。
（権限）

第14条社員総会は、次の事項について決議する。
（1）社員の除名

（2）理事及び監事の選任又は解任

（3）貸借対照表及び握益計算書（正味財産増減計舅書）の承認
（4）定款の変更

（5）解散及び残余財産の処分

（6）その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
（開催）

第15条定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
2臨時社員総会は、次の各号の－に該当する場合に開催する。

（1）理事会が必要と認め招集を請求したとき。

（2）総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が、代表理事に対し、社員総会の
目的たる事項及び招集の理由を示して招集を請求したとき。

（沼集）

第16条社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集す
る。

2代表理事は、前条第2項2号により招集の請求があったときは、その日から6週間以内に臨
時社員総会を招集しなければならない。

（讓長）

第17条社員総会の議長は、総会において、出席社員の中から選出する。
（議決権）

第18条社員総会における議決権は、社員1名について1個とする。
（定足数）

第19条社員総会は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席しなければ開会することができな
い。

｜
’



（決議）

第20条社員総会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の過半
数をもって行う。

2理事又は監享を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに前項の決議を行わなけ
ればならない。

理事又は監事の候補者の合計数が第23条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の

薑成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することと
する。

（書面表決及び委任）

第21条社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって濤決権を
行使し、又は他の社員を代理人として讓決権行使を委任することができる。

2前項の場合における第19条及び第20条第1項の規定の適用については、その社員は出席
したものとみなす。

（議事録）

第22条社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人以上が、署名、押
印しなければならない。

第5章役員

（役員の設置）

第23条本会に次の役員を置く。

（1）理事は25名以上30名以内

（2）監事は2名以内

2理事のうち1名を会長、 3名以上5名以内を副会長、 3名以上5名以内を業務担当理事とす
る。

3前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律に規定する代表理事とし、

副会長及び業務担当理事をもって同法第91条第1項第2号に定める業務執行理事とする。
（役員の選任）

第24条理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
（理事の職務及び権限）

第25条理事は、理襄会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2代表理事は､法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し､その業務を執行する。

3業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、代表理事を補佐し、且つ本会の

業務を分担執行し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けだときは、その業務執
行を代行する。

（監事の職務及び権限）

第26条監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成しなけれ
ばならない。



2監事は、いつでも、理事及び事務局長に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。

（任期）

第27条役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに閨する定時社舅総会
の終結の時までとする。

2任期満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、退任した役員の任期満了
までとする。

3役員が欠けた場合又はこの定款で定める役員の最低の員数が欠けた場合には、任期満了また

は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、その職務を執行しな
ければならない。

（解任）

第28条役員が次の各号の－に該当するときは、社員総会において、総社員の半数以上であって、総
社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって、解任することができる。この

場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

（1）心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

（2）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
（報剛||）

第29条役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、社員総会において別に定める報酬等
を支給することができる。

2役員には費用を弁償することができる。

3第2項に閨し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が定める。

第6章理事会

（構成）

第30条本会に理事会を置く。

2理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第31条理事会は、次の職務を行う。

（1）本会の業務執行の決定

（2）理事の職務執行の監琶

（3）代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

（開催）

第32条定期理事会は毎年3回以上開催する。

2臨時理事会は、次の各号の－に該当する場合に開催する。

（1）代表理事が必要と認めたとき。

（2）理事から理事会の目的を記載した書面により、招集の請求があったとき。

（3）監事から法令に基づく招集の請求があったとき。

（招集）

第33条理事会は、代表理事が招集する。



2代表理事は、理事会を招集するときは、理事に対し、会議の日時、場所、目的及び審議事項

を、理事会の7日前までに通知しなければばらない。

3代表理事は、前条第2項第2号または第3号の請求があったときは、その日から14日以内

に臨時琿襄会を招集しなければならない。

（議長）

第34条理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

（議決）

第35条理事会における議決権は、理事1名について1個とする。

2理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。

3理事会の決議は、法令及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した理事の過半数

をもって行う。

4理事会の目的である事項につき、特別の利害関係を有する理事は議決に加わることができな

い。

5理事会の目的である事項につき、理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示

をしたときは、当該事項を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

（議事録）

第36条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2議事録には、議長及び出席した監事が、書名・押印しなければならない。

第7章事務局

（事務局の設置等）

第37条本会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2事務局には事務局長及び所要の職員を置く。

3事務局長及び主要な職員は、理事会の議決を経て代表理事が任免する。

4事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第8章財産及び会計

（財産の構成）

第38条本会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。

（1）入会金及び会費

（2）寄附金品

（3）事業に伴う収入

（4）財産から生ずる収入

（5）その他の収入

（財産の管理）

第39条本会の財産は、代表理事が管理し、その管理方法は社員総会の議決を経て代表理事が別に定

める。



（経篝の支弁）

第40条本会の経費は、財産をもって支弁する。

（事業年度）

第41条本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

（事業計画及び予隻）

第42条本会の事業計画及びこれに伴う予舅に閏する薑類は、毎事業年度の開始の日の前日までに代

表理事が作成し､理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も､同様とする。

2 前項の薑類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般

の闘鬘に供するものとする。

（事業報告及び決舅）

第43条本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書、収支計舅

書、正味財産増減計算書貸借対照表及び財産目録等を作成し、監事の詳杳高受けた上で、

理事会承認を受けなければない。

2前項の承認を受けた書類については、定時社員総会に提出し、事業報告書についてはその内

容を報告し、その他の書類については社員総会の承認を受けなければならない。

3第1項に定める書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲鬘に供す

るとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

（1）監査報告

（2）理事及び監事の名簿

（3）理事及び監事の報酬等の支給の蟇準を記載した書類

（4）運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに閨する数値のうち重要なものを記載した

書類

（公益目的取得財産残額の舅定）

第44条代表理事は、公益社団法人及び公益財団法人の設定等に閨する法律施行規則第48条の規定

に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を舅出し、前条

第3項第4号の書類に記載するものとする。

（長期借入金）

第45条本会が資金の長期借入れを行うときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を

除き、社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

（義務の負担権利の放棄）

第46条予算で定めるものを除き、本会が新たに義務を負担し又は権利を放棄しようとするときは、

社員総会に出席した社員の3分の2以上の議決を経なければならない。

第9章定款の変更及び解散

（定款の変吏）

第47条この定款は、社員総会において社員の半数以上で議決権総数の3分の2以上の議決を経な

ければ変更することができない。

（解散）

第48条本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。



2前項の社員総会の決議は社員総数の4分の3以上の議決をもって行う。

（公益認定の取消し等に伴う贈与）

第49条本会が公益認定の取消し処分を受けた場合または合併により本会が消滅する場合（その権利

義務を承継する法人が公益法人であるときを除く）には、社曼総会の決議を経て、公益目的

取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定取消しの日または当該合併の巳から1か

月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閏する法律第5条第17号に掲げる法

人又は国若しくは地方公共団体に贈与する。

（残余財産の帰属）

第50条本会が清隻する場合において有する残余財産は、社員の決議を経て、公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に閏する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に

贈与する。

第10章公告の方法

（公告方法）

第51条本会の事業につき公告する必要がある場合の公告方法は主たる事務所の公衆の見やすい場

所に掲示する方法による。

第11章補則

（補則）

第52条この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

（経過規程）

第53条この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の正会員であった者は､社会福祉士の

菫格を有していると否とを問わず、入会手続を経ることなく、第5条第1号の正会員となる。

2前項により正会員となる会員は入会金を支払う義務を負わない。

3 この定款が成立する前に社団法人日本医療社会事業協会の篝助会員であった者は、入会手続

を経ることなく、第5条第2号の賛助会員となる。

附則

1 ． この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に閏する法律及び公益社団法人及び公益財団法人

の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に閏する法律第106条第1項に定める

公益法人の設立の登記の曰から施行する。

この法人の最初の代表理事は笹岡眞弓とする。

一般社団法人及び一般財団法人に閨する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に閨

する法律の施行に伴う閏係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人

の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第41条の規定にかかわらず、解散の

登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の巳を事業年度の開始日とする。

この定款は、 2011年5月28日に一部を改正し施行する。

この定款は、 2014年5月22日に－部を改正し施行する。

、
●

〔
ご
（
づ

○
○

４
５



様式第1－1号

支出証拠害

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

研修費・広聴広報費･霊鞠謂鋤費･会議費・資料作成費･資料購入費･事務費･事務所費・人件費鰯経費項目

県民意見聴取（高速料金）内 容

金 額 3， 800年 月 日年月 日 令和4年7月22日～

’
認知症の患者さんと家族への支援について関係者と意見交換

目的

高速料金（富士～吉田往復）
使途

認知症の人と家族への支援を積極的に行っている団体と意見交換を行い､現状と課題について

とりまとめ今後の県政に反映していく

政務活動・

県政との

関連性

＜領収書貼付枠＞
1

1

ご利用ありがとうございます。 ご利用ありがとうございます。

利用証明書＃利用証明書

ゴ▼ ＝▼
NEXにロ NEXにロ

｜’

中日本 中日本

■ⅡｐＴも副Ｕ２酔い引田出Ｄ則画巳臥町申副ｐ四四肉■ｐ■凸自■Ｐ凸民、師刷仙耶凱ｌＬ，凸ｄ田口‐伽０１１‐‐’１．０．１１０６■■４■ｄｐＵｒｄＧ“Ⅱ１４１４■■■

富士

吉田

料金所（自）

料金所(至）

料金所（自）

料金所(至）

吉田

富士
ロ
．
Ⅱ
１
．
．
口
０
０
■
・
’
１
●
。
ｄ
ｌ
■
Ｕ
Ｄ
ｌ
Ｉ
Ｄ
‐
■
ｌ
９
Ｕ
■
Ｉ
Ⅱ
。
■
ｌ
８
Ｐ
ｇ
ｌ
ｌ
，
“
０
０
１
８
■
１
９
“
・
凸
Ⅱ
ｇ
Ｕ
２
６
０
■
ｇ
ｌ
ｄ
ｏ
Ｕ
■
’
０
０
０
１
１
．
．
ｏ
ｌ
４
Ｕ
Ｕ
Ｉ
ｌ
ｏ
・
’
０
日

22年 7月22日

14時0分
22年 7月22日

16時41分

通行料金 ￥1， 900－ ’ 通行科至 900－￥1 ，

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ) i (ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

｜ 車種車種 1 1

取扱番号

A58207-229043-731839⑬畷稿29043-733330
※通行料金は消費税率’0％対象です。 ！ ※通行料金は消費税率’0％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ i ※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。 スで印字されたものです。

一一ー＝■ーー■一■一■一一■+ー■■一●=一■■一■ローF M ■＝ 9

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

案分率(b)

／

政務活動費支出額(a×b)領収書金額(a)

3， 800円100%3， 800円

整理番号 33



様式第1－1号

1’

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

研修費･広聴広報費･蕊調誇瀧犢･会議費･資料作成費･資料購入費･事務費･事務所費・人件費趣経費項目

県民意見聴取（高速料金）内 容

1, 920 円金 額年 月 日年月 日 令和4年7月24日～

新東名高速道路開通10周年記念行事に参加し、関係者と意見交換
目的

高速料金（新富士～静岡SA往復）
使途

新東名高速道路開通10周年記念行事に参加し､交通網摺備と文化交流等の関係について関係

者と意見交換を行い、今後の県政に反映していく

政務活動・

県政との

関連性

＜領収書貼付枠＞

ｌ
Ｉ
ｉ
ｒ
ｂ
Ｉ
ｌ
Ｐ
Ｄ
Ｕ
Ｒ
日
則
４
画
日
乢
川
問
Ⅲ
冊
Ｈ
Ｎ
Ｎ
川
Ⅲ
叩
叩
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
川
Ⅱ
Ⅱ
川
肌
“
咽
Ⅲ
‐
Ⅲ
Ⅲ
川
Ⅲ

ご利用ありがとうございます。 ご利用ありがとうございます．

利用証明書1利用証明書

ｼ▼ ﾀ▼
NEX匠回 NEXED

中日本 中日本

料金所(自） 新富士

料金所(至）静岡SAスマート

料金所(自）静岡SAスマート

料金所(至） 新富士

22年7月24日

16時33分

割引前料金 ￥1 ， 370－

割引△ ￥410－

22年 7月24日

12時46分

割引前料金 ￥1 ， 370－

割引△ ￥410－

l

ll
I
I,i

i 通行料金 ￥960－

i (ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

， 車種 1

""49043_733932lA58207-249"3-7339”⑬
！ ※通行料金は消費税率’0％対象です．
！ ※本利用証明書はETC利用照会サービ
I スで印字されたものです。

019

通行料金 ￥960－

(ETCルジット）

車種 1

""49043-734534@A5"07-2490"_734534,
※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

019

政務活動費支出額(a×b)案分率(b)

／

領収書金額(a)案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである 1 ， 920円100%1 , 920円

整理番号 34



様式第1－1号

I|’

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

鐙潰聡昨成費･資料購入費･事務費･事務所費・人件費経費項目 調査研究費・研修費・広聴広報費．

岡会議（高速料金）内 容

金 額 2， 270 円年 月 日年月 日 令和4年7月26日～

団会議
目的

高速料金（富士～静岡日本平久能山～富士川 ）
使途

会派内会議を行い､物価i 高騰対策等要望内容について検討を行い､今後の県政に反映してい

く

政務活動・

県政との

関連性

＜領収書貼付枠＞

ご利用ありがとうございます。 ご利用ありがとうございます。

利用証明書1利用証明書
I

＝▼▼
＝LgNEX仁ロ NEXにロ

中日本 中日本
■
■
■
■
■
■
●
●
■
■
■
■
０
８
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
●
・
■
■
。
■
６
１
■
■
Ｂ
■
ｑ
●
Ｄ
Ｉ
Ｉ
■
■
０
■
ｑ
■
■
Ｉ
■
ｅ
■
０
９
．
ｂ
■
Ｉ
■
■
■
■
■
■
■
■
・
■
■
■
凸
ｌ
■

料金所(自）

料金所(至）

料金所（自）

料金所(至）

富士

静岡

日本平久能山

富士川スマート

22年 7月26日

9時44分
22年 7月26日

13時54分

通行料金 ￥1， 260－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

!""63326_290435'A59207-263326-29"35⑬
！ ※通行料金は消費税率10%対象です。
！ ※本利用証明書はETC利用照会サーピ
I スで印字されたものです。

通行料金 ￥1， 010－
(ETC外ｼﾞｯﾄ）

車種 l

取扱番号

A59207-263326-29273§⑬
※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サーヒ÷
スで印字されたものです。

I

政務活動費支出額(a×b)領収書金額(a) 案分率(b)

／

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである 100％ 2， 270円2， 270円

整理番号 35



様式第1－1号

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

調査W暁費･研修費･広聴広報費･藍調誇瀧債･会議費･資総昨成費鯉･事務費･事務所費･人件費経費項目

新聞購読料内 容

金 額 4， 401 円令和4年7月26日～ 年 月 日年月 日

情報収集のための新聞購読
目的

Ｊ
１
ｌ 新聞購読料（静岡・朝日・富士・岳南）使途

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため政務活動・

県政との

関連性

く領収書貼付枠＞

堅 』

蝿軽減穆鯛豪です044■■■公明党県議団
振

3,700

3,300
822

980

１
１
１
１

8，802

0）
652）

（有） 星野新聞
静岡県富士市緑町1－28

本店 0545-52-0376

政務活動費支出額(a×b)領収書金額(a) 案分率(b)

1／2

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する 4， 401円8， 802円 50％

整理番号 36

※朝日新聞朝刊
※静岡新聞
※岳南朝日新聞
※富士ニュース

10%対象 0
8%対象 8，802

2022年 07月分

領収致しま［オ （引落日）

2022丘07 月 26日

係



様式第1－1号

■|’

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

･事務費･事瀞斫費・人件費鯉経費項目 調劃ｻ暁費･研修費・広聴広報費･藍調詩鰯費･会議費・資料作成費

内 容 新聞購読料

年月 日 金 額令和4年7月26日～ 年 月 日 4， 250 円

情報収集のための新聞購読
目的

新聞購読料（日経・毎日）
使途

政務活動・

県政との

関連性

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため

＜領収書貼付枠＞

領収証兼

公明党県議

柚木460－
－

部数

※暑中お見舞い申し上げま

お盆・夏休み中などの休読の

お電話・FAX・HP等でお

※8月8日 （月）朝刊は体

領収書金額(a) 政務活動費支出額(a×b)案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

案分率(b)

1／2

50％8， 500円 4， 250円

整理番号
、ウ

Oイ

可

銘柄（*は軽減税率対象）

毎日新聞朝刊
日本経済新聞

１
１

3，600

4，900

全鵡 借差 合計今鵡

8,50Q



様式第1－1号

|[整理番号 ’ 38 11

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

調罰究費研修費蝿広報費蕊調識鑪会議費資膿昨繧密事構費事蒲所費』件費経費項目

内 容 新聞購読料

年月 日 金 額令和4年7月26日～ 年 月 日 1， 850 円

情報収集のための新聞購読
目的

新聞購読料（読売）
使途

日々、情報収集を行い、県政に対して提言・要望・調査依頼等を行うため政務活動・

県政との

関連性

＜領収書貼付枠＞

領収証

公明党県議団御中

2022年7月分

毎度、ご愛読いただきまして
誠にありがとうございます

合計金額には、消費税が
含まれています

’

1
1

’新聞休刊日は8月8日付朝刊です

新聞の配達・集金等に関するお問合せは

お気軽に当店までお申し付け下さい

フリーダイヤル0120－185049

（証券恥 92-2022/07/2312:00:13 ）

読売新聞・静

有限会社
T416-0912

TEL(0545)6

案分の理由

私用としての利用があ

るため案分する

領収書金額(a) 案分率(b)

1／2

政務活動費支出額(a×b)

3， 700円 1， 850円5（)％

銘柄（*は軽減税率対象）

読売新聞朝刊

部謝

1

今雑I

3，700

備考 合計金額

3，700 Iエ



様式第1－1号

］| 轄理番号 39

支出証拠書

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・早川育子）

研修費･広聴広報費･蕊調青郛動費･会議費･資膿昨成費･資繩蒼入費･事務費･事務所費･人件費趣経費項目経費

内内 県民意見聴取（高速料金）容

金 額年月 日 令和4年7月30日～ 年 月 日 4， 080 円

健康づくり団体のイベントに参加し関係者と意見交換
目的

高速料金（新富士～浜松SA往復）
使途

健康づくり団体のイベントに参加し、運動と健康づくり、日常生活習慣病との関係について関

係者と意見交換を行い、今後の県政に反映していく

政務活動・

県政との

関連性

＜領収書貼付枠＞

ご利用ありがとうございます。ご利用ありがとうございます。

利用証明書｜利用証明書

ダ▼▼
NEX仁ロゴマ唾NEXにロ

中日本中日本

料金所(自）

料金所(至）

22年

浜松SAスマート

新富士

7月30日

16時25分

￥2， 910－

￥870－

料金所(自） 新富士

料金所(至）浜松SAスマート
■
凸
Ⅱ
４
句
。
』
且
■
。
ｑ
ロ
Ⅱ
Ｕ
■
ｂ
ロ
Ⅱ
■
■
■
白
日
■
ｄ
ａ
凸
■
■
■
Ｄ
ｅ
■
■
■
ロ
ロ
Ⅱ
■
■
４
口
Ⅱ
ｑ
ｄ
ｑ
Ｕ
■
Ｕ
心
■
“
５
口

22年7月30日

15時24分

割引前料金 ￥2， 910－

割引△ ¥870-

1

割引前料金

割引△

通行料金 ￥2， 040－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

""03326-29563@@A"207-303326-29563‘、
※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

019

通行料金 ￥2， 040－

(ETCｸﾚｼﾞｯﾄ）

車種 1

""03326_294738
取扱番号

※通行料金は消費税率10％対象です。
※本利用証明書はETC利用照会サービ
スで印字されたものです。

019
■一■申一■や一■■ー■e一旬一一■■ー●q一■■ー■■一色●ー●■一凸●一心●一旬■ー

案分の理由

全て政務活動にかかる

ものである

領収書金額(a) 案分率(b) 政務活動費支出額(a×b)

／

4， 080円 100% 4， 080円



様式第1－4号

支出証拠書（自動車燃料代）

（会派名・議員氏名公明党静岡県議団・ 早川育子 ）1 7月分）

前回給油(領収書貼付分) A区分 今回(直近の)給油B 総走行距離C=B-A

年月日 年 月 日 年 月 日

走行距離 km km km

(経費項目別充当額）

口’’
※単価による充当方式 ：単価（円）×走行距離(m)

※領収書による充当方式

・積上げ方式 ：領収書金額（円）×走f朧離（畑）／総走行距離（上記C) (m)

・充当限度割合による案分：領収書金額（円）×充当限度割合
I■■■■’

<支払証明>上記のとおり支払った(充当した)ことを証明します。 議員氏名

＜領収書貼付枠＞

※別紙

口
案分の理由

私用での利用があるため案

分する

領収書金額(a) 案分率(b)

1／2

政務活動費支出額(a×b)

壁50％ I17, 477円 8， 7

薬理番号 40

経費項目

事務費

走行距離(kn1） 積算方法※

円× km／ k、

充当額（円）



24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ! ！

24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰがお．すすめ1 1

24H年中無休で営業1
給油はｱﾎﾟﾛｽﾃｰｼｮﾝｶｰがおすすめ! ！
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ハートランド富士給油所 ハートランド富士給油所
YELO545-52-3829 TELO545-52-3829

サガミシード株式会社 サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1 静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829 TELO545-52-3829

ハートランド富士給油所
TELO545-52-3829

サガミシード株式会社
静岡県富士市日乃出町1
TELO545-52-3829

壼卜 2022年7月7日
10:07

宗卜・

HAYAKAWA

2022年7月22日
12:14

IKUKO様

売卜 2022年7月29日
15:05

HAYAK

出光ｸﾚﾀﾞｯﾄ幽
IKUKo様

HAYAK

出光ｸﾚｼﾞｯﾄ

AW 【

’ ’出光ｸﾚヅｯﾄ ’1 ’
レギュラー

34.25L

01200． 00

P-22(内）

@156.0 5343円
レギュラー

37，69L

01200. 00

P-4(内）

@156.0 5880円

レギュラー

40.09L

O1200- 00

P-4(内）

@156.0 6254円

合言十
(内、消費税等(10-00%）

5．343円

486円）
合言十 5"880円
(内、消費税等(10.00%） 535円）

合言十
(内、消費税等(10.00%）

6”254円

569円〕

■■■一DrivePayお問合せ番号
BDrivepayお問合せ番号【 ’DrivePayお問合せ番号

支払区分：一括
承認No.0000005413
端末処理通番：20581

支払区分：一括
承認No.0000005

端末処理通番：

支払区分：一括
承認No.0000005462
端末処理通番：05012０５

７
７

４
６

４
０

伝No: 10561 担当二8800
I ’ ’ IPonta会員

基本ポイント曇卒ホイント

Ponta会員

基本ポイント 20P

ポイント残高の反映にはお時間をいただ
く堪合があります。ポイントには有効期
限がありますのでご注重ください。

18P

ポイント残高の反映にはお時間をいただ
く場合があります。ポイントには有効期
限がありますのでご注意ください。

伝No: 10719 担当目8800 伝No: 11005 担当:8800

/7チ77-f-z- = 8733


